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県外避難者の帰郷支援に関する方針について 

 

令和８年４月１日 

宮城県震災復興本部 

 

１ 目的 

宮城県に甚大な被害をもたらした、平成２３年３月１１日発生の東日本大震災以降、

本県から県外に避難された方々（以下「県外避難者」という。）の早期帰郷を図るため、

本県では、「県外避難者の帰郷支援に関する方針」（平成２５年３月策定、令和３年４月

改正。）に基づき、県外避難者の帰郷支援の取組を実施してきた。 

震災から１５年が経過し、多くの県外避難者は、帰郷や避難先への定住を選択するな

どにより避難生活を終了しているが、個々の事情により避難生活の継続を余儀なくされ

ている県外避難者については、引き続き以下の支援を実施する。 

 

２ 県外避難者の状況 

（１）県外避難者数は３８世帯６９人（令和７年３月１１日現在）で、ピーク時の 

９，２０６人（平成２４年４月）と比較すると約９９％減少している。 

（２）電話・文書の郵送等による意向確認では、本県への帰郷を望む声がある一方、個々

の事情などにより、避難先での定住を望む方や避難先に定住するか帰郷するかの方

針を決めかねている方がいる。 

（３）県外避難者の中には、高齢で持病を抱えている者や、障害等により就労できず、

経済的に困窮している者など、いわゆる社会的な援護を要する方がいる。 

 

３ 県外避難者の帰郷支援に関する取組 

（１）県外避難者の所在及び意向の確認 

県外避難者の所在地については、総務省の全国避難者情報システムに加え、本県

独自の意向確認調査（電話・文書の郵送・戸別訪問等）により、概ね把握したが、

避難生活の長期化などによって、県外避難者の置かれている状況は多様化しており、

今後の生活再建に向けた動きも一様ではなくなっている。 

このような状況を踏まえ、県外避難者の所在及び意向の確認を継続して行うこと

により、避難生活の状況や帰郷意思等について把握するとともに、必要に応じて市

町村及び避難先自治体等と連携を図りながら、その把握した情報を、県外避難者の

今後の生活再建に向けた支援に活用していく。 

【具体的な取組】 

ア 県外避難者名簿の更新及び提供【復興支援・伝承課】 

県が把握する県外避難者に関する情報を、全国避難者情報システムの情報等に

基づき定期的に更新するとともに、市町村及び避難先自治体と共有することによ

り、県外避難者に関する情報の充実を図る。 

イ 県外避難者の意向確認【復興支援・伝承課】 

電話・文書の郵送等により、県外避難者の生活再建に向けた方針を継続的に確

認し、市町村及び避難先自治体と情報共有を図りながら、個々の支援に繋げる。 
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ウ 避難者交流会等への参加【復興支援・伝承課】 

避難先自治体等が開催する交流会等に参加し、県外避難者の生の声を汲み上げ

て、市町村と情報共有を図るとともに、今後の支援に繋げる。 

 

（２）県外避難者向け情報提供 

県外での避難生活の長期化に伴い、県外避難者の置かれた状況や生活環境は大き

く変化しており、各県外避難者の実情に応じた支援に配慮しながら、市町村や避難

先自治体等と連携を図り、県外避難者が容易に様々な情報提供等が受けられるよう

にする。 

【具体的な取組】 

ア 県外避難者の意向確認（再掲） 

電話・文書の郵送等により、県外避難者の生活再建に向けた方針を継続的に確

認し、市町村及び避難先自治体と情報共有を図りながら、個々の支援に繋げる。 

イ 避難者交流会等への参加（再掲） 

避難先自治体等が開催する交流会等に参加し、県外避難者の生の声を汲み上げ

て、市町村と情報共有を図るとともに、今後の支援に繋げる。 

ウ 県外避難者帰郷支援相談及び帰郷後における生活支援相談【復興支援・伝承課、

関係課室】 

県外避難者からの生活や帰郷に関する電話相談、交流会に参加した際の相談や

生活再建に向けて活用できる支援制度等の情報提供等を行うとともに、以下の相

談先に関する情報の提供を行う。 

（ア）お金のこと【社会福祉課ほか】 

今後の生活再建や帰郷した後の生活における費用面での支援を行う制度等

の情報を提供するとともに、必要に応じて各種相談機関への連絡を行う。 

（イ）住まいのこと【住宅課ほか】 

（災害）公営住宅の情報提供及び相談を行うとともに、必要に応じて帰郷

先となる市町村への連絡を行う。 

（ウ）仕事のこと【雇用対策課ほか】 

ハローワークと連携するなど、県内における生活の維持・安定に資する雇

用・就職機会の創出、仕事探しや就職に向けた各種支援等、帰郷に向けた情

報提供・相談対応や帰郷した際の各種支援を行う。 

（エ）心と身体のこと【保健福祉部関係各課ほか】 

心のケアや高齢者の保健福祉、児童の保健福祉などに関する支援制度の情

報提供・相談対応や帰郷した際の各種支援を行う。 

（オ）子育て・教育のこと【教育庁関係各課室ほか】 

教育相談（スクールカウンセラー等）や被災した児童生徒の就学支援等に

関する支援制度の情報提供、帰郷した際の各種支援を行う。 

 

（３）市町村及び避難先自治体等との連携 

県外避難者の帰郷先である市町村及び避難先自治体等と連携を図り、以下の取組

により円滑に帰郷支援を行う。 

【具体的な取組】 
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ア 市町村及び避難先自治体等に対する県外避難者支援への協力依頼【復興支援・

伝承課】 

市町村及び避難先自治体等に対して、県外避難者の今後の生活再建に向けた継

続的な支援の協力を求める。また、避難先に定住することを選択した被災者につ

いては、避難先自治体等から生活支援や心のケア等を引き続き受けられるよう、

必要に応じて情報共有を行う。 

イ 市町村及び避難先自治体等との県外避難者に係る情報共有【復興支援・伝承課】 

県外避難者の所在確認情報や生活再建に向けた方針、市町村の支援に関する取

組状況等の共有化を図るため、定期的な情報交換に努めるとともに、県外避難者

への支援に取り組む避難先自治体等に対し、情報提供や訪問などを行い、より効

果的な支援の実施を図る。 

ウ 避難者交流会等への参加（再掲） 

避難先自治体等が開催する交流会等に参加し、県外避難者の生の声を汲み上げ

て、市町村と情報共有を図るとともに、今後の支援に繋げる。 


